
不法無線局を開設・運用した場合は電波法
違反となり、1年以下の拘禁刑又は100万
円以下の罰金に処せられることがあります。
重要無線通信妨害の場合は、5年以下の
拘禁刑、250万円以下の罰金、未遂も処罰
されます。
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